
申答

審査請求 人有 限会社杉原水産 (以 下 「請求 人」 とい う。 )が 提起

た業務停止処分 の取消 しを求 め る審査請求 (30総 総法査第 109

号)に ついて、審査庁か ら諮問があったので、次の とお り答 申する。

第 1 審査会の結論

本件審査請求は、棄却すべきである。

第 2 審査請求 の趣旨

本 件 審 査 請 求 の 趣 旨 は 、 東 京 都 知 事 (以 下 「処 分 庁 」 と い

う。 )が 請求 人 に対 して、東京都 中央 卸売市場条例 (昭 和 46年

東京都条例第 144号 。ただ し、令和元年東京都 条例第 92号 に

よ る改正前 の もの。以下 同 じ。以下 「条例」 とい う。 )91条 及

び 103条 1項 5号 の規定 に基づ き、平成 30年 11月 26日 付

けで行 った業務停止処分 (30中 洲管第 266号 。以下 「本件処

分」 とい う。)に ついて、その取消 しを求めるもので ある。

第 3 事案 の概要 (市 場施設使用指定 申請書 、移転説 明会資料 、仮処

分命令 申立書 、仮処分決定書 、行 政処分審査会資料 、本件処分 通

知書等 による。 )

事案 の概要は、事件記録等 に照 らす と、以下 の とお りである。

請求 人は、東京都 中央卸売市場 築地市場 (以 下 「築地市場」 と

い う。 )に お いて条例 24条 1項 に基づ く仲 卸業務 の許可 を受 け

て いる者で あ り、昭和 43年 か ら、築地市 場 の市場施設 (水 産物

部仲卸売場 )に つ いて 、処分庁 か ら使用期 間 を定 めて条例 88条

1項 に基づ く使用指定 を受 け、そ の後 も使用指定 の更新 を受 けて、

仲卸業 を営んできた。
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そ して、請求 人 は、平成 28年 3月 3日 付 けで、市場施設 (水

産物部仲卸業者売場 1091な い し 1094並 び に仮設卸売場 A

l棟 3事 務 室 及 び 同倉 庫 )の 使 用 指 定 の 申請 を し、処 分 庁 か ら

「使用期 間は平成 28年 4月 1日 か ら平成 31年 3月 31日 まで

とす る。ただ し、上記 の間 に築地市場が 閉場 とな った場合 は、そ

の 日まで とす る。」 との内容の使用指定 を受 けた。

2 平成 28年 3月 31日 、処分庁 は、東京都が 開設 して いる中央

卸売市場か ら、築地市場 を廃止 し、東京都 中央 卸売市場豊洲市場

(以 下 「豊洲市 場」 とい う。 )を 新設す る旨の条例 の改正 を行 っ

た (東 京都 中央 卸売市場条例 の一部 を改正す る条例 (平 成 28年

東京都条例第 53号 。以下 「改正条例」 とい う。 ))。 改正条例

は、東京都規則 で定 め る 日か ら施行 す る こととされた (改 正条例

附則 1項 )。

3 平成 30年 8月 1日 、処分庁 は、卸売市場法 (た だ し、平成 3

0年 法律第 62号 による改正前の もの)11条 1項 の規定 に基づ

き、農林水産大 臣に対 し、上記 2の 中央 卸売市場 の業務規 程 (条

例 )の 変更等 につ いて認可 を申請 し、 同年 9月 10日 に農林水産

大 臣の認可 を受 けた。

4 平成 30年 8月 20日 か ら同月 28日 にか けて、処分庁 は、築

地市場で使用指定 又は使用許可 を受 けて いる全て の卸売業者等 の

事 業者 (以 下 「事 業者」 とい う。 )に 対 し、築地市場 閉場等 に係

る説 明会 (以 下 「移転説 明会」 とい う。 )を 計 6回 開催 し、請求

人代表者は同月 20日 の移転説明会 に出席 した。

移転説明会 で は、築地市場 閉場、豊洲市場へ の移転 に関す る手

続等 の説明がな された。そ の中で、処分庁 の担 当職員 (以 下 「担

当職員」 とい う。 )は 、事 業者 に対 し、築地市場 の使用施設 の返

還 手続 (退 去確認・ 鍵 の返還 )は 、原則 と して、 同年 10月 6日

か ら同月 10日 まで の本 引越期 間 に行 い、 この期 間 に物 品 を運 び
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きれなか った場合 の引越調整期間 を同月 11日 か ら同月 17日 ま

で (各 午前 9時 か ら午後 8時 まで)と す ることを説明 した。

また、担 当職員 は、 「築地市場 閉場 に伴 う市場施設 の造作等 の

取扱 いにつ いて (通 知 )」 (平 成 30年 8月120日 付 30中 築管第

411号 、以下 「取扱通知」 とい う。 )に よ り、① 築地市場 閉場

に伴 い、事 業者 には使用指定 又は使用許可 を受 けて いる市場施設

の原状 回復義務が ある こと、② 一部 の造作等 を除 いて原状 回復義

務 を免 除 す る こと、③ 原 状 回復 義 務 の免 除 を希 望 す る場 合 は、

「築地市場 閉場 に伴 う市場施設 の返還 にお ける造作等 の原状 回復

免 除及 び権 利 放 棄 に関す る 申請書 」 (以 下 「免 除 申請 書 」 とい

う。 )を 提 出す る必要が あ る こと等 を説 明 した。 また、取扱通知

には、免除 申請書 が提 出され な い場合 には、原状 回復義務 を免 除

せず、施設使用者 が退去確 認 まで に 自己 の費用及び責任 にお いて

造作等 を原状 回復 し、使用施設 を返還 して も らう旨が記載 されて

いた。

なお、免除 申請書 の受付期 間は、平成 30年 8月 27日 か ら同

年 9月 4日 まで とされていた。

平成 30年 9月 11日 、処分庁 は、改正条例 の施行期 日を同年

10月 1・ 1日 と定 め る規則 (平 成 30年 東京都規則第 119号 )

を公布 した。

請求 人か ら免除 申請書 の提 出がなか った ことか ら、平成 30年

9月 11日 及 び 同年 10月 2日 、担 当職員 は、請求人の店舗 を訪

れ 、請求 人代表者 に対 し、免除 申請書 の提 出 を求 め る とともに、

免除 申請書 が提 出 されない場合は 自己 の責任 と費用 にお いて原状

回復 をす る必 要が ある旨を説 明 したが、請求 人代表者 は、担 当職

員 に対 し、築地市場に残 るな どと述べた。

なお、担 当職員 は、 10月 2日 の説 明の際 には、 閉場後 の築地

市場は解体 工事現 場 とな り営業活動 はで きな い こと、築地市場で



の営業継続 は条例違反で あ り、豊洲 市場で の業務 につ いて監督 処

分 を行 うことにな ることも説明 した。

7 処分庁 は、請求人か ら使用指定 申請が あ った豊洲市場 の市場施

設 につ いて、条例 88条 1項 に基 づ く使用指定 を平成 30年 9月
‐
21日 付けで行 った。

なお t条 例 24条 1項 に基 づ く仲 卸業務 の許可 につ いては、改

正条例 附則第 3項 の規定 によ り、 同年 10月 11日 以降、請求 人

は豊洲市場の仲卸業者 とみな され る こととなる。

8 平成 30年 10月 7日 、担 当職員 は、請求人の店舗 内の残置物

に、 「無断持 ち出 し厳禁」 、 「残置物 は所有物で ある」 旨の貼 り

紙 を確認 した。

9 平成 30年 10月 10日 、処分庁 は、 「築地市場 閉場 に伴 う市

場施設 の返還 にお ける造作等原状 回復 計画書 の提 出につ いて (通

知 )」 (以 下 「計画書提 出通知」 とい う。 )を 、請求 人 を含 む免

除 申請書未提 出の事業者宛て に送付 した。

計画 書提 出通 知 には、原 状 回復 計 画 書 (以 下 「計 画 書 」 とい

う。 )の 提 出期 限 を同月 14日 (日 )ま で とし、原状 回復 が行 わ

れな い場合 は条例違反 とな り、監督 処分 を行 うこと、計画書 が提

出 され なか ったな どの場合 は当初 の免 除 申請が有効 な もの として

取 り扱われ る こと、そ して、 同月 17日 の 20時 まで に原状 回復

の完 了状況 を確認できる計画 とす る ことな どの記載があった。

10 平成 30年 10月 11日 、 築地 市 場 は 同 日を もって廃 止 され

(以 下 、廃止 された後 の築地市場 を 「旧築地市場」 とい うことが

あ る。 )、 豊洲市場が 同 日開場 した。処分庁 は、 同 日か ら同月 1

7日 まで を、事業者が 旧築地市場 の後 片付 け等残務処理 を行 う引

越調整期 間 と して設定 し、 同月 18日 以降 は、関係者以外 の立入

りを禁止 した。

11 平成 30年 10月 16日 、請求 人が上記 9の 計画書 を提 出期 限
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まで に提 出 して いなか った ことか ら、処分庁 は、原状 回復義務 の

履行等 を求 め る 「履行催告書」 を請求 人宛て配達 証 明郵便 によ り

送付 した。そ して 、当該履行催告書 は、同月 17日 に請求 人へ届

け られた。

12 平成 30年 10月 17日 、請求 人は、使用指定 を受 けて いた 旧

築地市場の市場施設の原状回復及び返還 をしていなか った。

13 平成 30年 10月 18日 、東京都 は、東京地方裁判所 に対 し、

請 求 人 を債 務 者 と して土 地 明渡 しを求 め る仮 処 分 を 申 し立 て た

(平 成 30年 (ヨ )第 3178号 )。

申立ての理 由として、次の記載がある (抜 粋・要 旨 )。

(1)築 地市場廃止後の利用予定

築地市場 の建物・ 工作物 が解体撤去 されたのち、築地市場跡

地 には都道環状第 2号 線 と東京 オ リンピック 0パ ラ リン ピック

大会 (以 下 「東京 2020大 会」 とい う。 )の 車両基地が設置

され る。

12)債 務者 (請 求 人)ら の店舗・倉庫・事務所 の位置及 び本件売

場・ 仮設卸売場 Al棟 の解体スケジュール

平成 31年 4月 10日 まで に解体 除去 を終 えて、環状第 2号

線 整備 工事 のた め の準 備 作 業 (汚 染 土 壌 調査 、 埋 蔵 文 化 財調

査 )を 開始す る ことが必要 となる。

また、平成 31年 12月 10日 まで に解体 除去 を終 えて、東

京 2020大 会 の車両基地 の整備 工事 を開始す る ことが必要 と

な る。                    。

14 平成 30年 10月 31日 、処分庁 は、築地市場 の閉場 に伴 う原

状 回復及 び返還 を行わな い ことを原 因 とす る不利益処分 に係 る弁

明の機会 を付与す るため、 「弁明書 の提 出につ いて (通 知 )」 を

請求人宛てに送付 した。

15 平成 30年 11月 8日 、請求人は、弁明書 を処分庁 に提 出 した。



当該弁明書 には、① (旧 築地市場内の)入 場 を拒 まれて撤去でき

なか った こと、②豊洲市場移転に当たって、仲卸業者 に対 して都

が話合 いの席 を設 けなか った こと、③移転 に当た って設備・備 品

等 の損失補償が必要であ り、また移転 による損害賠償及び得意先

喪失補償 を行わなけれ ばな らない こと、④ 築地市場は依然 として

存続 してお り、営業権組合は営業権 を有 していること等が記載 さ

れていた。

6 平成 30年 11月 22日 、処分庁は、東京都 中央卸売市場行政

処分審査会 を開催 した。そ の結果、請求人に対 し、条例 103条

1項 に規定 された仲卸業務の全部停止 (30日 )を 命 じることが

適当と判断された。

7 平成 30年 11月 22日 、上記 13で 東京地方裁判所 に申し立

てた、請求人に対する土地明渡 しを求める仮処分が認め られ、仮

処分決定 を得た東京都 の申立てによ り、同月 26日 に強制執行が

行われた (平 成 30年 (執 ハ)第 454号 )。

8 平成 30年 11月 26日 、処分庁は、請求人の監督処分 (中 央

卸売市場における仲卸業務の全部停止 30日 )を 決定 し、処分通

知書によ り通知 した (本 件処分 )。

第 4 請 求 人 の 主 張 の要 旨

請 求 人 は 、 お お む ね 以 下 の こ とか ら、 本 件 処 分 の 違 法 性 又 は 不

当性 を主 張 して い る。

1 条 例 91条 (原 状 回復 義 務 )違 反 は な い こと

(1)市 場 の移 転 の 場 合 、 条 例 91条 は適 用 され な い こ と

条 例 91条 は 、 「使 用 者 の 死 亡 、 解 散 若 しく は 廃 業 等 又 は 業

務 の 許 可 の 取 消 しそ の 他 の 理 由 に よ り市 場 施 設 の 使 用 資 格 が 消

滅 した とき 00。 自己 の費用で原状 に復 して返還 しな けれ ばな

らな い。」 とあ る とお り、市場施設 の存続 を前提 と して 、使用



者が 当該施設 の返還 をす る場合 の規定で あ り、例示事 由が全て

使用者側 に理 由のある事 由で あるか ら、 「そ の他 の理 由」 もま

た使用者側 に理 由のある事 由 と解 され る。すなわ ち、条例 91

条 は、使用者側 の理 由によ り使用資格 が消滅 した場合 の規定で

あ り、そ のため、 「自己 の費用で」 としt使 用者側 の費用負担

で原状復 帰 をす る ことが正 当化 され るので あ る。他方 、行 政上

の都合か ら市場施設 の使用 が終 了す る場合 は、後述 ウの とお り、

行 政庁 は事 業者 に対 して憲法 29条 3項 に基づ く損 失補償 を し

なければな らないのである。

したが って 、本件 のよ うに市場 の移転 に伴 い、 旧市場施設 の

使用 を廃止す るよ うな場合 には、条例 91条 は適用 されない。

121 使用資格が消滅 していない こと

請求 人は、条例 24条 に基 づ く仲 卸業者 の許可 を得 て いる と

ころ、処分庁 は請求 人 に対 して豊洲市場 の使用指定 を して いる

か ら、請求 人は、使用す る市場施設 の指定 を変更 され た もので

あ り、使用資格は継続 して いる。

したが って 、 「使用資格 が消滅 した とき」 を対 象 とす る条例

91条 は適用 されない。

(31 処分庁 が損失補償義務 を履行 しな い以上、原状 回復義務 は認

め られないこと

請求人は、処分庁 に対 して、原状 回復 にかか る費用 も含 め、

市場が移転す る ことによ る損失補償 を求 めて いたが 、処分庁 は

一切補償 に応 じよ うとせず 、請求 人 に原状 回復 義務 (費 用負担

を含 む)が ある ことを前提 に。原状 回復義務免除 申請書 の提 出

を条件に同義務 を免除す るとの措置 をとった。

しか し、処分庁 には、憲法 29条 3項 に基づ き、原状 回復 に

かか る費用 を補償すべ き法 的義務が ある。なお、本 人 に帰責事

由がな い場合 に損 失補償 が必要で あ る ことは、道路法 、河川法 、



都市公園法等 に共通 にみ られ る法原則である。

そ して、処分庁 が損 失補償義務 を履行 しな い限 り、請求人は、

信義則、負担公平 の原則等か ら、原状回復義務 を負わない。

したが って、請求人には原状回復義務違反はない。

14)以 上の請求 人の主張 は、千葉市 中央卸売市場 の移 転 に伴 って

仲卸業者 に対 し損失補償 を認 めた東京高等裁判所平成 3年 7月

30日 判決 で判 断 されて いる もので ある。 同判 決 は、本 件 と同

様 の事案 で あるか ら、処分庁 は、 同判決 と同様 の判 断 をすべ き

である。

2 本件処分 には裁量権 の逸脱 0濫 用がある こと

(1)比 例原則違反である こと

ア 不意打ちで、請求人の撤去の機会 を奪 った こと

請求 人 は、 自己 の責任 で撤去す る旨述 べ て いた と ころ、

そ の 4日 後 に裁 判所 に土地 明渡 しを求 め る仮処分 を申 し立

て、 さ らにそ の翌 日には 旧築地市 場 をロ ックア ウ トし、請

求 人が 自 ら備 品 を撤去す る ことがで きな いよ うに した。 こ

れ は不意打 ちで 、請求 人の撤去 の機会 を奪 う違法 な行為で

あ り、 また、 ロ ックアウ ト以降は、撤去 が不可能で あ つた

か ら、原状回復義務違反はない。

イ 早急 に原状回復す る必要はなか った こと         ,

撤去 工事 の工期 か らは、 旧築地市場 の ロックア ウ トの前 日

まで に原状 回復 を行 わ な けれ ば、市 場 の運営 に支 障 をきたす

よ うな事 情 はな く、請求 人は早急 に備 品 の撤去 をす る必要 は

なかった。

1ウ 「違反行為」 と処分 とが不均衡であること

本件処分 は、か き入れ時 の 12月 に 1か 月間 の業務停止処

分 で あ り、 この時期 の売 り上 げ を失 うことは、請求 人 に とっ

て重大な損 害 とな る。 一方 、処分庁 は、撤去期 限 を明確 に示



さず 、 また、仮処分 の強制執行 によ り工事 工期 に何 ら支 障 も

なかった。

したが って 、 「違 反行為」 と処分 とが著 しく不均衡 で あ り、

比例原則 に反す る。

12)請 求人を狙い撃ち した無効な処分であること

免除 申請書 を提 出 し、後 に撤 回 した他 の 63事 業者 につ いて

も、請求 人 と同様 に処分対象 とな るはずで あ ったが、処分庁 は、

一方的 に免除 申請書 を撤 回 しなか った もの とみな して、請求人

を含 む 3名 のみ を処分対象 とした。 これ は、請求 人 を狙 い撃 ち

した重大かつ明 白な違法性 のある無効な処分である。

手続 に重大明 白な瑕疵がある こと

処分庁 は、請求 人 の営業権 の存在及 び損 失補償 の必要性 につ い

て、請求 人 と話合 いを持 ち、法 的な説明 を しな けれ ばな らなか っ

た。 しか し、処分庁 は、請求人 を含 む営業権組合 によ る公 開質 問

状 に一切答 えず 、一度だ けの話合 いの場で も不誠実な対応 しか し

ていない。一片 の弁明書 を提 出す る機会 を与 えただ けで、法律 が

定 め る 「弁明の機会 の付与」 を果た した ことにはな らない。よ っ

て、処分庁 は、請求 人 に対 し、十分 な弁明の機会 を与 えて いな い。

第 5 審理員意見書の結論

本件審査請求は理 由がないか ら、行政不服審査法 45条 2項 の

規定 を適用 し、棄却すべきである。

第 6 調査審議の経過

審査会は、本件諮 間について、以下のよ うに審議 した。

年  月  日

令 和 元 年 12月 25日



―
―

第 7 審査会の判断の理 由

審査会 は、請求 人の主張、審理員意見書等 を具体 的 に検 討 した

結果、以下のよ うに判断す る。

1 法令等の定め

(1)条 例 2条 2項 は、 「この条例 にお い・て、 『仲 卸業者 』 とは、

第 24条 第 1項 の規定 によ り知事 の許可 を受 け、そ の許可 に係

る市場 内の店舗 にお いて、 当該市場 の卸売業者 か ら卸売 を受 け

た取扱 品 目の部類 に属す る物 品 を仕分 け し、又 は調整 して販売

す る者 をい う。」 と規定す る。

(2)条 例 24条 1項 は、 「市場 にお いて仲卸 しの業務 を行 お うと

す る者 は、知事 の許可 を受 けな けれ ばな らな い。」 と、 同条 2

項 は 、 「前 項 の 許 可 は 、 市 場 及 び 取 扱 品 目の 部 類 ご と に行

う。」 と規定す る。

13)条 例 88条 1項 は、 「市場内の用地 、建物 、設備そ の他 の施

設 (以 下 「市場施設」 とい う。 )の うち、卸売業者 、仲卸業者

及び関連事 業者 が使用す る市場施設 の位置 、面積 、期 間そ の他

の使用条件は、知事 が これ を指定す る。」 と規定す る。

に)条 例 91条 は、 「使用者 の死亡 、解散若 しくは廃業等 又は業

務 の許可 の取消 しそ の他 の理 由によ り市場施設 の使用資格 が消

滅 した ときは、 ・・ ・ 代理人又は本 人は、知事 の指定す る期 間

内に 自己 の費用 で 当該施設 を原状 に復 して返還 しな けれ ばな ら

な い 。 た だ し、 知事 の 承 認 を受 け た 場 合 は 、 この 限 りで な

い。」 と規定す る。

:令 和 2年  6月 19日

審議 (第 42回 第 2

審議 (第 43回 第 2

審議 (第 44回 第 2
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(9 条例 103条 1項 は、 「知事 は、卸売業者 、仲卸業者、 。・

・ が次 の各号 の一 に該 当す る ときは、 これ らの者 に対 して 当該

行為 の中止 、変更そ の他違 反 を是正す るため必要な措置 を命 じ、

又は、 。・・ 仲 卸業者 に対 しては・ ・・ 6月 以 内の期 間 を定 め

てそ の仲 卸業務 の全部若 しくは一部 の停止 を命 じ、 ・ 0・ る こ

とができる。

一～四 省略

五  前各号 に掲 げる もののほか、 この条例若 しくは この条例 に

基づ く規則 又 は これ らに基づ く処分 に違 反 した とき。」 と規

定す る。

俗)改 正条例 附則 1項 は、 「この条例 は、東京都規則 で定 め る 日

か ら施行 す る。」 と、 同 3項 は、 「この条例 の施行 の際、現 に

改正前 の条例第 5条 第 2項 に規定 す る築地市場水産物部及 び青

果部 の仲 卸業者 (第 24条 第 1項 の許可 を受 けて いる者 をい う。

以下 同 じ。 )と な って いる者 は、改正後 の条例 第 5条 第 2項 に

規定す る豊洲市場水産物部及 び青果部の仲 卸業者 とみなす。」

と規定す る。

2 本件処分 についての検討

(1)処 分庁 は、平成 30年 10月 11日 に築地市場が 閉場 した こ

とによ り、請求 人が受 けて いた 旧築地市場 にお ける市場施設 の

使用指定 が失効 した とし、 これ は条例 91条 の規定 (そ の他 の

理 由によ り市場施設 の使用資格 が消滅 した とき)に 該 当 し、請

求 人は、 同条 の規定 に基 づ く原状 回復義務 を負 うことにな る と

ころ、免除 申請書 を提 出す る ことな く、 同年 11月 25日 時点

にお いて もなお 、 当該 旧市場施設 に備 品等 を残置 して いる こと

か ら、条例 91条 に基づ く原状 回′復義務違反が認 め られ る と し

て、本件処分 を行 った ことが認め られ る。

なお、条例 91条 違反 とされ る請求 人の行為 は、改正条例 の



施行 を もって廃止 された築地市場 の仲卸業者 として の行為で あ

るが、 同条例 附則 3項 の適用 を受 けて豊洲市場 の仲 卸業者 とし

て の地位 を付与 され る ことか ら、請求 人は同条例施行後 で あ っ

て もなお上記違反行為 を原 因 として条例第 103条 1項 の適用

を受 けるものであると解せ られ る。

本件で は、請求 人が条例 91条 の解釈・ 適用 につ いて 主張 し

て いるので 、 まず、条例 91条 違 反 の有無 につ いて 、請求 人 の

主張 に沿 って検討す る。

(2)条 例 91条 違反の有無 について

ア  「そ の他 の理 由によ り」 に該 当す るか

請求 人 は、第 401・ (1)の とお り、条例 91条 の規 定 は市

場施設 の存 続 を前提 と して使用者 が市場施設 の返還 をす る場

合 の規定 で あ り、市場 の移 転 に伴 い、 旧市場施設 の使用 を廃

止す るよ うな場合 には、同条は適用 されない旨主張す る。

しか し、 「使用者 の死亡 、解 散若 しくは廃業等 又は業務 の

許可 の取消 しそ の他 の理 由によ り」 とい う条例 91条 の規 定

ぶ りか らすれ ば、 「使用者 の死
・
亡」以下 は、それ らが全て使

用 者 側 に理 由の あ る もの で あ った と して も、 「そ の他 の理

由」 の例 示 にす ぎず 、請求 人が主張す るよ うに、 「そ の他 の

理 由」 が使 用者側 に理 由のあ る もの に限定 され る とす る根拠

はな い (む しろ限定 的 に適用す るので あれ ば、例示 によ って

推測 させ るので はな く、そ の 旨 を明示す る文言 を加 え る措置

をとるもの と考え られ る。 )。

また、請求 人は、行 政上 の都合 か ら、市場施設 の使用資格

が消滅 した ときは、憲法 29条 3項 に基 づ く損 失補償 を しな

けれ ばな らな いか ら、 「自己 の費用 で」 と規定す る条例 91

条 の規 定 は、行 政上の都合 を理 由 とす る場合 は適用 されな い

旨 も主張す るが、後述 (ウ )す るよ うに、行 政上 の都合 を理
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由 とす る場合 に、一律 に憲法 29条 3項 に基 づ く損失補償 を

しな けれ ばな らな い とい う根拠 はな いか ら、請求 人の主張 は

採用す ることはできない。

したが って、 中央 卸売市場 の移転 によ り旧市場施設 の使用

を廃止 す る場合 も、条例 91条 の 「そ の他 の理 由によ り」 に

該当す るとい うべきである。

イ  「使用資格の消滅」 に該当す るか

請求 人は、第 4010(21の とお り、使用す る市場施設 の指

定 を変更 されただ けで、使用資格 は継続 して い るか ら、 「使

用資格 が消滅 した とき」 を対象 とす る条例 91条 は適用 され

ない旨主張す る。

しか し、上記 アで述べた とお り、 中央 卸売市場 の移 転 によ

る場合 も条例 91条 の 「そ の他 の理 由によ り」 に該 当す る と

解 され る とすれ ば、 旧市場施設 の個別 の使用指定 が失効 した

場合 に原状 回復 の必要 が生ず る ことは,当 然想定 され る もので

あ る。そ うとすれ ば、 同条 の 「使用資格 が消滅 した とき」 に

は、条例 24条 に基づ く仲 卸業者 の許可等 の業務 の許可が取

り消 された場合 のみな らず 、 中央 卸売市場 の移 転 によ り、条

例 88条 に基 づ く市場施設 の使用 の指定が失効 した場合 に も

及ぶ と解す ることが合理的な解釈 ということができる。

したが って 、本件 のよ うに、豊洲市場へ の移 転 によ り、条

例 88条 に基づ く旧築地市場 の市 場施設 の使用指定が失効 し

た場合 も、条例 91条 の 「使用資格 が消滅 した とき」 に該 当

す るとい うべきである。

ウ 処分庁 に損失補償義務があるか

請求 人は、第 401・ (3の とお り、処分庁 には、憲法 29

条 3項 に基 づ き、原状 回復 にかか る費用 を補償 すべ き法 的義

務が あるか ら、 この損 失補償義務 を履行 しな い限 り、請求 人
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は、条例 91条 の原状回復義務 を負わない旨主張す る。

ところで、 中央 卸売市場 が移 転 した場合 に、使用指定 を受

けて いた 旧市場施設 の原状 回復 に係 る損 失補償 の要否 につ い

て、卸売市場法、条例 、そ の他 関係法令 にお いて も明文 の規

定 は設 け られてお らず 、 また、確 立 された判例 も見受 け られ

な い。そ うす る と、本件が 明 らか に損 失補償 を必要 とす る場

合 に当たるとい うことはできない。

そ して、 旧築地市 場か ら豊洲 市場へ の移転 に際 して は、処

分庁 が、移転支援策 として 、条例 91条 ただ し書 によ り、免

ヽ除 申請が あ った 旧築地市場 の使用者 に対 して 、原状 回復義 務

の免除 を行 った ことが認め られ る。

そ のよ うな支援策 に加 えて、損 失補償 を要す るかは、各事

業者 の個別 具体 的事 情 に応 じて判 断 され るべ き もの と解 され

るが、仮 に損失補償 が必要 とされ る場合で ある と して も、損

失補償義務 の履行 と原状 回復義務 の履行 が 同時履行 の関係 に

立つ とは解 されな いため、損失補償義務 を履行 しな い ことが、

原状 回復義務 を履行 しな い ことを正 当化す る理 由 とは認 め ら

れない。

そ うす る と、処分庁 が損 失補償義務 を履行 しな い限 り、条

例 91条 の原状 回復義務 を負わな い とす る請求 人の主張 は、

理 由がないとい うほかない。

工 東京高等裁判所の判決 について

請求 人は、第 4・ l e14)の とお り、処分庁 は、東京 高等裁

判所平成 3年 7月 30日 判決 と同様 の判断 をすべ き と主張す

る。

しか し、 当該判決 は、千葉市 が、 同市 中央 卸売市場 の移転

に伴 い、卸売業者 に対 して行 つた入場交付金及び補償 金名 目

の支 出の違法性 が争われた住 民訴 訟 の事案 で あ り、そ の判 断
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は個別具体 的事例 に即 して行 われ た もので、本件 とは事案 を

異にす る。

したが って、請求人の主張 には理 由がない。

オ 以上によれば、処分庁が、本件 について、 「使用者の死亡、

解散若 しくは廃業等又は業務の許可の取消 しその他 の理 由に

よ り市場施設の使用資格が消滅 した とき」 に該当す るとして、

条例 91条 を適用 した ことヽは妥当な ものであった と認め られ

る。

(3 そ うす る と、請求 人は、使用指定 を受 けて いた 旧市場施設 の

当該使用指定 が失効 した後 、条例 91条 に基づ く原状 回復義務

を負 うもので あ る ところ、免除 申請書 を提 出す る ことな く、 当

該 旧市場施設 に備 品等 を残置 して い るので あるか ら、 同条 に基

づ く原状回復義務 に違反 している ことは明 らかである。

14)以 上 によれ ば、処分庁 が、請求 人 につ いて条例 91条 に違反

して いる と して 、条例 103条 1項 5号 に基づ いて行 った本件

処分は、正 当な処分 とい うことができる。

請求人のその他の主張 について

(1)比 例原則違反の主張 について

ア 不意打ちで、撤去の機会 を奪 うた との主張 について

請求人は、第 4・ 20(1)・ アの とお り主張す る。

しか し、処分庁 は、市場施設返還 の 日程 につ いては、移転

説 明会で も述 べてお り、そ の後 も取扱通知及び計画書提 出通

知 の中に記載 し、担 当職員 が個 別 に請求 人 の店舗 を訪 問 して

伝 えて いた ことが認 め られ る (第 304、 6及 び 9)。 これ

・
らの対応 か らすれ ば、本件処分 が不意打 ちで あ る とい うこと

はできない。

また、請求 人は、立入禁止 の措置 によ り撤去 が不可能で あ

った とも主張す るが、処分庁 は、立入禁止 に した後 で も、請
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求 人か ら撤去 の 申出が あれ ば、そ の立入 りを同意 した と考 え

られ る と ころ、請求人か らそ のよ うな 申出がな され た形跡 が

な い ことか らすれ ば、撤去 が不可能で あ った とい うことはで

きない。

したが って、請求人の主張 には理 由がない。

イ 早急 に原状回復す る必要はなか った との主張 について

請求人は、第 402・ (1)・ イの とお り主張す る。

しか し、 旧築地市場 の跡地 には都道環状第 2号 線 及 び東京

2020大 会 の車両基地 が設置 され る予定 とな ってお り、そ

れ らの整備 に係 る部分 の解 体 工事 をそれぞれ平成 31年 4月

10日 及 び令和元 年 12月 10日 まで に終 えな けれ ばな らな

い状況 にあ ったた め、東京 都が平成 30年 10月 18日 に明

渡 しの仮処分 を申 し立て、 同年 11月 26日 に強 制執行 して

いる こと (第 3・ 13及 び 17)か らすれ ば、早急 に原状 回

復する必要があつた もの と認め られ る。

したが って、請求人の主張 には理 由がない。

ウ  「違反行為」 と処分 とが不均衡 との主張 について

請求人は、第 4・ 2・ (1)・ ウの とお り主張す る。

しか し、請求 人は、築地市場 は依 然 として存 続 して いる、

移転 に当た って損 失補償 や損害賠償 が必要 で あ るな どと自己

の主 張 を繰 り返 し、 旧市 場 施 設 の原 状 回復 及 び返 還 を行 わ

ず、東京都 による仮処分命令 の 申立て及 び仮処分 の執行 とい

う事態 を招 いて い る ことか らすれ ば、東京都 中央卸 売市場行

政処分審査会 にお いて 、市場業務等 に係 る行 政処分要綱 (1

5中 管総第 1570号 )別 表 1「 処分基準表」 に基づ き、 3

0日 間の業務停止処分 と した本件処分 が不均衡 とい う ことは

できない。

したが って、請求人の主張 には理 由がない。

16



12)狙 い撃 ち した 処 分 で あ る との主 張 につ いて

請 求 人 は 、第 4020121の とお り主 張 す る。

しか し、 免 除 申請 書 を提 出 し、 後 に 撤 回 した 63事 業 者 に 対

し、 処 分 庁 は 、 計 画 書 が 提 出 され な か っ た こ と に よ り、 当 初 の

免 除 申請 を有 効 に した こ とが 認 め られ る が 、 これ らの 処 分 庁 の

対 応 は 、 63事 業 者 に対 して 原 状 回 復 に係 る意 思 確 認 の 目的 で

行 わ れ た も の で あ り、 この よ うな 対 応 が 請 求 人 を 狙 い 撃 ち に し

た もの とは認 め られ な い。

した が つて 、 請 求 人 の 主 張 には理 由が な い。

(3 手続 に重大明 白な瑕疵があるとの主張 について

請求人は、第 403の とお り主張す る。

しか し、東京都行 政手続条例 (平 成 6年 東京都 条例第 142

号 )に よれ ば、不利益処分 を しよ うとす る場合 、行 政庁 は弁明

の機会 を付与す る こととされてお り (13条 1項 2号 )、 弁明は

書面で行 うもの とされ (27条 )、 そ の提 出期限等 を書面 によ り

通知 しな けれ ばな らな い とされて いる (28条 )こ とか ら、処

分庁 は、条例 の規定 に則 って弁 明の機会 の付与 の手続 を行 った

ものと認め られ、処分庁 の手続 に瑕疵があった とはいえない。

なお、請求 人は、営業権 の存在や損 失補償 の必 要性 につ いて

十分 な説明がな い旨主張す るが、処分庁 には、そ のよ うな説明

をす る法律 上 の義務 はな く、 また、弁 明の機会 の付 与手続 と関

係す るもので もない。

したが って、請求人の主張 には理 由がない。

に),以 上によれ ば、本件処分 に裁量権 の逸脱・ 濫用があるとは認

め られず、また、弁明の機会の付与 に係 る手続上の瑕疵 も認め

られない。

4 請求人の主張以外の違法性又は不当性 についての検討

その他、本件処分 に違法又は不当な点は認め られない。
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以上 の とお り、審査会 と して t審 理員 が行 った審理手続 の適法性や

法令解釈 の妥 当性 を審議 した結果 、審理手続 、法令解釈 のいずれ も適

正 に行われているもの と判断す る。

よつて、 「第 1 審査会の結論」 のとお り判断す る。

(答 申を行 った委員 の氏名 )

近藤ル ミ子、山 口卓男、山本未来
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